
北海道地域振興条例 新旧対照表 (原案/条例案)

条例原案 条例案 備 考

前 文 前 文 文言整理文言整理

道民一人一人の営みが形づくる個性豊かで多様性に富む地域から 道民一人一人の営みが形づくる個性豊かで多様性に富む地域から

成り立つ私たちの北海道は､連綿と続く歴史の中で､先人のたゆま 成り立つ私たちの北海道は､連綿と続く歴史の中で､先人のたゆま

ぬ努力により独自の文化や風土を形成し､大きな発展を遂げてきた. ぬ努力により独自の文化や風土を形成し､大きな発展を遂げてきた.

しかしながら､人口の減少や少子高齢化の進行など社会経済情勢 しかしながら､人口の減少や少子高齢化の進行など社会経済情勢
の変化の中､本道の各地域においては､経済､雇用､生活等の様々 の変化の中､本道の各地域においては､経済､雇用､生活等の様々

な分野で､厳しい状況に直面している. な分野で､厳しい状況に直面している｡
一方｣本道には､雄大な自然や豊富な資源があり､食料､エネル 一方､本遭は､雄大な自然や豊富な資源に恵まれ､食料､エネル
ギー､環境等の世界全体の課題に貢献し得る大きな潜在力を有して ギー､環境等の世界全体の課題に貢献し得る大きな潜在力を有して

いる.道内の各地域に目を向けると､こうした本道の優位性を生か いる.道内の各地域に目を向けると､こうした本道の優位性を生か

した新たな取組や北海道らしいライフスタイルを求める動きが芽生 した新たな取組や牝海道らしいライフスタイルをつくり出そうとす
えてきている. る動きが芽生えてきている.
今後の地域振興に当たつては､このような地域の特色ある活軌を 今後の地域振興に当たつては､このような地域の特色ある活動を

-膚活発に展開していくとともに､地域の切実な課億の解決に向け､ -膚活発に展開していくとともに､地域の切実な課渡の解決r手向け､
住民､事業者等､市町村及び道がこれまで以上に-体となって､そ 住民､事業者等､市町村及び道がこれまで以上に一体となって､そ

れぞれの地域の実情に即した取組を積極的に進めていくことが重要 れぞれの地域の実情に即した取組を横様的に進めていくことが重要
である｡そのためには､国から地方へ､道から市町村への権限移捷 である.そのためには､国から地方へ､道から市町村への権限移組

を着実に推進するなど､地域の創意と主体性が存分に発揮される社 ､ を着実に推進するなど､地域の創意と主体性が存分に発揮される社
会を創造していかなければならない｡ 会を創造していかなければならない○
こうした考え方に立って､道民､市町村及び道が地域振興の担い こうした考え方に立って､道民､市町村及び遭が地域振興の担い

手として､それぞれの役割と責任を自覚するとともに､相互の力を 手として､それぞれの役割と責任を自覚するとともに､相互の力を

結集することによって､北海道全域の活性化を図り､すべての人々 結集することによって､北海道全域の活性化を図り､すべての人々
が将来にわたり安心して暮らし､幸福を享受できる地域社会を築き が将来にわたり安心して暮らし､幸福を享受できる地域社会を築き

上げることを決意し､道民の総意としてこの条例を制定する. 上げることを決意し､道民の総意としてこの条例を制定する｡

第1章 総 則 第1章 総 則

(目 的) (目 的)
■第 1集 この条例は､北海道における地域振興に関し､基本理念を 第 1粂 この条例は､北海辻における地域振興に開し､基本理念を
定め､及び道の責務を明らかにするとともに､辻の施策の基本とな 定め､及び辻の責務を明らかにするとともに､辻の施策の基本とな
る事項を定めることにより､地域振興に関する施策を道民及び市町 る事項を定めることにより､地域振矧 こ関する施策を道民及び市町
村と共に推進し､もって個性豊かで活力に満ち､人々が将来にわた 村と共に推進し､もって個性豊かで活力に満ち､人々が将来にわた

り安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資することを目的 り安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資することを目的
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条例原案 条例案 備 考

(基本理念) (基本理念) 追加

第2粂 地域撮矧ま､次に掲げる事項を基本として推進されなけれ 第2集 地域振興は､次に掲げる事項を基本として推進されなけれ
ぱならない○ ぱならない.
(1) 道民及び市町村の創意及び主休性が発揮され､地域の特性に応 (1) 道民及び市町村の創意及び主体性が発洋一され､地域の特性に応
じた取組が持続的に進められること｡ じた取組が持続的に進められること.
く2) 地域の実情に即して地域の課鹿の解決が図られるよう､道民､ (2) 地域の実情に即して地域の裸億の解決が図られるよう､道民､
市町村及び道の適切な役割分担の下､協働による取組が棟極的に進 市町村及び道の適切な役割分担の下､協働による取組が横様的に進
められること. められること.
(3) 集落､市町村､市町村を越える地域等の様々な地域の単位にお (3) 集落､市町村､市町村を越える地域等の様々な地域の単位にお
いて､地域間の交流が促進され､地域相互の連携及び補完が図られ いて､地域間の交流が促進され､地域相互の連携及び補完が図られ
ること｡ ること○

(道の責務) (道の責務)
第3魚 道は､前条に定める基本理念にのっとリ､地域振興に関す 第3魚 道は､前条に定める基本理念にのっとリ､地域振興に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない. る施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない.
2 進は､地域振興を図る上で辻民及び市町村が果たす役割の重要 2 辻は､地域振興を図る上で辻民及び市町村が果たす役割の重要
性にかんがみ､道民の主体的な取組を促進し､及び市町村が実施す 性にかんがみ､道民の主休的な取組を促進し､及び市町村が実施す
る施策を支援するものとする｡ る施策を支援するものとする｡
3 辻は､地域振興に関する施策の推進に当たつては､市町村と緊 3 遭は､地域振矧 こ関する施策の推進に当たつては､市町村と緊

密に連携し､及び道民との協働に努めるものとする｡4 道は､地域相互の連携及び補完が図られるよう､地域の実付を 密に連携し､及び道民との.協働に努めるものとする｡4 道は､地域振興に関する施策の推進に当たつては､国に対し､必要な協力を求めるとともに､執権的に意見を述べ､又は提言を行うものとする｡旦 道は､地域相互の連携及び補完が図られるよう､地域の実情を ※第6回検討懇話会(3/15)意見
踏まえ､広域的な見地からの施策の推進及び必要な調整を行うもの 踏まえ､広域的な見地からの施策の推進及び必要な調整を行うもの
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条例原案 条例案 備 考

第2章 地域振典に関する施策の推進 第2章 地域振興に関する施策の推進 文言整理削除

(施策推進の基本方針) (施策推進の基本方針)

第4魚 道は､次に掲げる基本方叫 こ基づき地域振興に関する施策 第4魚 道は､次に掲げる基本方針に基づき地域振興に関する施策
を推進するものとする｡ を推進するものとする｡

(1) 自然環境､文化､歴史､産業その他の地域の特性に配慮するこ (1) 自然環境､文化､歴史､産業その他の地域の特性に配慮するこ
と｡ と.

(2) 自然景観､農林水産物その他の地域における資源の効果的な活 (2) 自然景観､農林水産物その他の地域ftおける資源の効果的な活
用を図ること. 用を図ること.

く3) 地域振興を担う幅広い人材の育成及び活用を図ること｡ (3) 地域振興を担う幅広い人材の育成及び活用を図ること.
(4) 産業､暮らし､環境等の幅広い分野にわたる施策を一体的に実 (4) 産業､暮らし､環境等の幅広い分野にわたる施策を一体的に実
施すること｡ 施すること.

(5) 食料､エネルギー､環境その他の国の内外における重要な殊類 (5) 食料､エネルギー､環境その他の国の内外における重要な課施

の解決に向けて積極的な役割を果たすことができるよう､本道の各 の解決に向けて積極的な役割を果たすことができるよう､本道の各

地域の特性を生かすこと｡ 地域の特性を生かすこと｡

(地域計画の策定及び推進) (地域計画の策定及び推進)

第5魚 道は､広域的な地域の区分ごとに地域振興を効果的に推進 第5魚 道は､広域的な地域の区分ごとに地域振興を効果的に推進
するための計画 (以下 ｢地域計画｣という｡)を策定しなければな するための計画 (以下 ｢地域計画｣という.)を策定しなければな

らない. らない.

2 辻は､地域計画については､総合計画 (北海道行政基本条例 (平 2 道は､地域計画については､総合計画 (北海道行政基本条例 (辛
成14年北海道条例第59号)第7条第 1項に規定する総合計画をい 成14年北海遭条例第59号)第7条第 1項に規定する総合計画をい
ラ.).が示す政策の基本的な方向に沿って策定しなければならない○ ラ.)が示す政策の基本的な方向に沿って策定しなければならない｡

3 道は､地域計画については､特定分野別計画 (北海道行政基本 3 進は､地域計画については､特定分野別計画 (北海道行政基本
条例第7条第4項に規定する特定の分野における政策の基本的な方 条例第7条第4項に規定する特定の分野における政策の基本的な方
向等を明らかにする計画をいう.)と一体的に推進 しなければなら 向等を明らかにする計画をいう.)と一体的に推進しなければなら
ない○ ない○

く道民の意見等の反映) (道民の意見等の反映)

第6魚 道は､地域振興に関する施策に道民及び市町村の意見及び 第6魚 道は､地域振興に関する施策に道民及び市町村の意見及び

提案を反映するため､体制の整備その他の必要な措置を酢ずるもの 捷案を塵塵呈旦旦ため､体制の整備その他の必要な措置を計ずるも

とする.2 道は､前項の意見及び提案を踏まえた施策を効果的に推進するため､国に対し必要な協力を求めるとともに､積極的に意見を述べ､又は のとする○(第2項削除)
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条例原案 条例案 備 考

(地域振興に関する取組等への支援) (地域撮典に関する取組等への支援) 追加※第6回検討懇話会(3′15)意見文言整理

第7集 .道は､地域振興に関し､道民の主体的な取組を促進し､及 第7魚 道は､地域振興に関し､道民の主体的な取組を促進し､及
ぴ市町村が実施する施策を支援するために必要な施策 (次項におい ぴ市町村が実施する施策を支援するために必要な施策 (次項におい

て ｢支援施策｣という｡)の充実に努めるものとする｡ て ｢支援施策｣という｡)の充実に努めるものとする.
2 進は､支援施策を実施するに当たつては､道民及び市町村の協 2 道は､支援施策を実施するに当たつては､道民及び市町村の協

伽による取組並びに地域相互の連携及び補完による広域的な取組が 働による取組並びに地域相互の連携及び補完による広域的な取組が

促進されるよう努めるものとする.く職員の交涜) 促進されるよう努めるとともに､人口構造､産業構造等の変化による社会経済への影響が特に懸念される地域の振興に十分配慮するも旦とと旦｣く職員の交流)

第8魚 道は､市町村と緊密に連携し､地域振興に関する施策を推 第8魚 道は､市町村と緊密に連携し､地域振興に関する施策を推

進するため､市町村との職員の交流の充実を図るものとする○く人材等の活用) 進するため､職鼻の派遣その他の市町村との職員の交流の充実を園

るものとする.(人材の育成等)第9魚 道は､地域振興を担う人材の育成を図るため､道民が地域 ※第6回検討懇話会(3/15)意見追加

の特性､実情及び課鹿に応じた取組を進める上で必要とされる知弘及び技能を晋紳し､並びに地域振典に取り組んでいる人々との交流を深める機会の確保その他の必要な捨置を講ずるものとする｡ ※第6回検討懇話会(3/15)意見

第9集 道は､地域振興に関する施策を効果的に推進するため､事 旦 道は､-地域振興に関する施策を効果的に推進するため､事業者､
業者､大学等の協力を得て､それらの人材､知見､技術等の活用に 大学等の協力を得て､それらの人材､知見､技術等の活用に努める
努めるものとする. ものとする○

く情報の捷供) (情報の提供)

第10条 道は､道民及び市町村が地域振興に関する情報を共有し､ 第10魚 道は､道民及び市町村が地域振興に関する情報を共有し､
道民の主体的な取組及び市町村が実施する施策の充実が図られるよ 道民の主体的な取組及び市町村が実施する施策の充実が図られるよ

う､必要な情報の提供を行うものとする. う､必要な情報の提供を行うものとする｡

(財政上の措置) (財政上の措覆)

第11魚 道は､地域振興に関する施策を推進するため､必要な財政 第11魚 道は､地域振興に関する施策を推進するため､必要な財政
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条例原案 条例案 備 考

第3章 振興局所管地域の振興く振興局所管地域の振典に関する施策の推進)第12魚 道は､北海道総合振興局設置条例 (平成20年北海道条例第78号)第3条第1項に規定する振興局の所管区域 (以下 ｢振興局所管地域｣という｡)の振興に当たつては､振興局所管地域の実情及び歴史､地理､産業等の特性を十分に踏まえ､効果的な施策の推進に努めるものとする｡(体制の整備)第13魚 道は､地域振興に関する施策の推進に当たつては､振興局所管地域における課題に適切かつ迅速に対処できるよう､道の行政運営の体制の整備を図るものとする｡く交付金)第14魚 道は､振興局所管地域のうち､道の組織の再編に伴う影響が特に懸念される地域の市町村その他の地方公共団体が､地域の課鹿の解決に向けて主体的に実施する事業に対し､予算の範囲内で交付金を交付することができる｡2 前項に定めるもののほか､交付金に関し必要な事項は､知事が支める.附 則 (第3章削除)附 則 削除 (議会議論､地域意見交換会意見､市町村意見等)

1 この条例は､平成21年4月1日から施行する○ 1 この条例は､平成21年4月1日から施行する○
2 知事は､この条例の施行の日から起算して5年を経過するごと 2 知手は､この条例の施行の日から起井して5年を経過するごと
に､社会経済情勢の変化等を勘案し､この条例の施行の状況等につ に､社会経済情勢の変化等を勘案し､この条例の施行の状況等につ

いて検討を加え､その結果に基づいて必要な措置を訴ずるものとす いて検討を加え､その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす
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